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使
用
料
の
統
一

　

現
在
、
旧
米
子
市
と
旧
淀
江
町
の
区
域
で

異
な
っ
て
い
る
公
共
下
水
道
と
農
業
集
落
排

水
施
設
使
用
料
を
、
平
成
19
年
４
月
か
ら
統

一
し
ま
す
。

　

使
用
料
の
統
一
は
、
旧
市
町
の
合
併
協
議

で
合
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、｢
米

子
市
公
共
下
水
道
等
使
用
料
審
議
会｣
で
審

議
さ
れ
た
結
果
、
昨
年
11
月
に
「
公
共
下
水

道
と
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
は
そ
れ
ぞ

れ
事
業
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
生
活
排
水

処
理
を
行
な
う
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
で
あ

り
、
利
用
に
伴
う
受
益
と
負
担
の
公
平
の
観

点
か
ら
同
一
の
使
用
料
体
系
が
望
ま
し
い
」

と
の
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の

中
で
、「
旧
米
子
市
区
域
の
農
業
集
落
排
水

施
設
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
現
在
工
事
中
の

地
域
も
あ
り
、
急
激
な
制
度
の
変
更
は
利
用

者
の
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

統
一
ま
で
５
年
程
度
の
経
過
期
間
を
設
け
る

必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
答
申
に
基
づ
い
た
条
例
の
改
正
案

を
、
昨
年
12
月
の
定
例
市
議
会
で
審
議
し
て

い
た
だ
い
た
結
果
、
平
成
19
年
４
月
か
ら
使

用
料
を
再
編
統
一
し
、
額
を
改
定
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

使
用
料
の
改
定

　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
な
ど
の

下
水
道
事
業
は
、
独
立
採
算
制
に
よ
る
特

別
会
計
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

事
業
運
営
に
必
要
な
費
用
の
う
ち
、
施

設
整
備
に
要
す
る
建
設
費
は
、
受
益
者
負

担
金
、
国
の
補
助
金
、
借
入
金
で
賄
い
、

処
理
費
用
な
ど
の
維
持
管
理
費
や
施
設
整

備
に
伴
う
借
入
金
の
返
済
に
要
す
る
費
用

は
、
使
用
料
や
市
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
で
賄
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
借
入
金
の
返
済
が
増
え
る
一

方
、
使
用
料
を
長
年
据
え
置
い
て
き
た

こ
と
や
、
米
子
市
の
厳
し
い
財
政
事
情
に

よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
の
基
準
を
超
え
る

繰
入
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
公
共
下
水
道
事
業
会
計
は
多
額
の
赤

字
を
抱
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
農
業
集
落

排
水
事
業
会
計
も
、
今
後
は
赤
字
と
な
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
解
消
し
て
財
政
を

健
全
化
し
、
安
定
し
た
下
水
道
事
業
を
運

営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
使
用
料
の
改
定

が
必
要
で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

４月
から

使用料体系
公共下水道 農業集落排水

旧米子市 旧淀江町 旧米子市 旧淀江町
現 行 累進従量制 従量制 定額制 従量制

平成19年 4月 累進従量制 定額制 累進従量制
平成 24 年度 累進従量制
※累進従量制…使用された上水道の水量により、下水道使用料を算定する方法で、

　　水量が多くなるほど１立方メートルあたりの単価が高くなるように設定されています。

下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
の

使
用
料
が
変
わ
り
ま
す

平成17年度　下水道事業決算
◆公共下水道事業特別会計

◆農業集落排水事業特別会計

歳出 81億 6,900万円

歳入 11億 5,200万円

建設費
25億 9,900万円

公債費
（借入金返済のための費用）
31億 1,500万円

その他 1億 8,700万円

維持管理費
10億 7,000万円

歳入 66億 4,400万円
補助金
8億 9,400万円

受益者負担金 1億 8,100万円

借入金
17億 5,800万円

繰入金
（一般会計から）
22億 4,700万円

使用料
13億 5,900万円

歳入不足
15億 2,500万円
（Ｈ 18 予算で補てん）

その他 2億 500万円

分担金 4,200万円

歳出 11億 5,200万円

補助金
3億 4,200万円

借入金
3億 1,100万円

繰入金
（一般会計から）
3億 3,900万円

その他 4,300万円

建設費
7億 900万円

公債費
（借入金返済のための費用）
3億 2,900万円

維持管理費
1億 1,400万円

使用料
7,500万円

繰上充用金
（H16 の歳入不足の補てん）
11億 9,800万円



公共下水道使用料、旧淀江町区域の農業集落排水施設使用料
（改定後の使用料は、平成19年６月検針分から適用になります。）

◆使用料単価（２か月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　◆使用水量ごとの使用料の例（２か月分）

区分 使用水量
（㎥）

現 行
改定後 使用水量

（㎥）
現 行

改定後
旧米子市 旧淀江町 旧米子市 旧淀江町

基本使用料  0 ～20 1,600 円 3,000 円 2,200 円 20 1,680 円 3,150 円 2,310 円

超過使用料

21～ 40 108 円

130 円

120 円 30 2,814 円 4,515 円 3,570 円
  41～100 140 円 154 円 40 3,948 円 5,880 円 4,830 円
 101 ～200 183 円 200 円 50 5,418 円 7,245 円 6,447 円
　201～1,000 218 円 236 円 60 6,888 円 8,610 円 8,064 円
1,001～2,000 226 円 244 円 70 8,358 円 9,975 円 9,681 円
2,001～　　　 241円 260 円 80 9,828 円 11,340 円 11,298 円

温泉及び公衆浴場汚水 65 円 65円 70 円 90 11,298 円 12,705 円 12,915 円
100 12,768 円 14,070 円 14,532 円
200 31,983 円 27,720 円 35,532 円

（消費税相当額込）

旧米子市区域の農業集落排水施設使用料

◆使用料単価（1か月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　◆１か月の使用料
現 行 改定後 世帯人員 現 行 改定後

世帯平等割（１世帯あたり） 1,500 円 1,500 円 １ 1,890 円 1,990 円
世帯員均等割（１人あたり） 300 円 400 円 ２ 2,200 円 2,410 円

使用料の計算方法

農業集落排水施設使用料＝

世帯平等割×世帯数＋世帯員均等割×世帯人員

３ 2,520 円 2,830 円
４ 2,830 円 3,250 円
５ 3,150 円 3,670 円
６ 3,460 円 4,090 円
７ 3,780 円 4,510 円
８ 4,090 円 4,930 円
９ 4,410 円 5,350 円
10 4,720 円 5,770 円

（消費税相当額込）

※使用料の改定にあわせて、平成 19年度から、納期が年４回（３か月ごと）から年６回（２か月ごと）に変わります。
　第１期の納期は５月で、以後、隔月に納めていただくことになります。
※春日、巌地区は平成18年度に供用を開始したばかりですので、接続利用の促進を図るため平成20年度まで現行
　の使用料を据え置きます。また、現在工事中の伯仙地区は、平成19年度末に供用を開始する予定となっていま
　すが、使用料は、春日、巌地区と同様に据え置くこととしています。

■問い合わせ　下水道部業務課（☎３４－１３０１）

４月から使用料はこうなります
　公共下水道使用料、旧淀江町区域と旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、それぞれ下の表の
ように変わります。

　旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、公共下水道使用料・旧淀江町区域の農業集落排水施設
使用料と計算方法が異なるため、表が別になっています。旧米子市区域の農業集落排水施設使用料は、
平成24年度に公共下水道と統一する予定です。



１
６
６
４
人
が
新
成
人
に

　

今
年
の
成
人
式
は
、
昭
和
61
年
４
月

２
日
か
ら
昭
和
62
年
４
月
１
日
ま
で
の

間
に
生
ま
れ
た
人
が
対
象
で
、
米
子
市

で
は
、
男
８
７
１
人
、
女
７
９
３
人
の

１
６
６
４
人
が
新
成
人
と
し
て
旅
立
ち

ま
し
た
。

　

新
成
人
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
「
米

子
市
成
人
式
実

行
委
員
会
」
と

「
米
子
市
子
ど

も
会
ジ
ュ
ニ
ア

リ
ー
ダ
ー
ズ
ク

ラ
ブ
」
の
協
力

で
、
成
人
式
の

行
事
内
容
を
検

討
し
、
式
典
と

交
流
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今

年
も
１
月
３
日
に
行
な
う
こ
と
で
出
席

者
の
増
加
が
見
込
ま
れ
た
た
め
、
式
典

の
様
子
を
ス
ク
リ
ー
ン
で
見
る
こ
と
の

で
き
る
別
会
場
を
設
け
ま
し
た
。

　

式
典
は
米
子
市
文
化
ホ
ー
ル
で
行
な

わ
れ
、
満
員

の
新
成
人
を

前
に
、
野
坂

市
長
が
、「
自

分
の
幸
せ
と

み
ん
な
の
幸

せ
が
同
時
に

考
え
ら
れ
る

広
い
心
を
育

て
て
く
だ
さ
い
」「
米
子
市
に
誇
り
と

愛
着
を
持
ち
、
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り

に
参
加
さ
れ
、
新
し
い
時
代
の
米
子
市

を
皆
様
自
身
の
手
で
築
い
て
く
だ
さ
い
」

と
激
励
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
新
成
人
を
代
表
し
、

記
念
感
想
文
で
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た

高た
か
み見
祐ゆ

か香
さ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
支
え
て

く
れ
た
人
達
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
こ

め
た
誓
い
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

　

式
典
が
終
わ
る
と
、
会
場
を
ビ
ッ
グ

シ
ッ
プ
に
移
し
、
交
流
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

交
流
会
で
は
、
久
し
ぶ
り
に
出
会
う

旧
友
と
語
ら
う
場
と
し
て
、
中
学
校
区

ご
と
の
テ
ー
ブ
ル
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

新
成
人
の
皆
さ
ん
は
、
懐
か
し
い
恩
師

や
同
級
生
と
再
会
し
、
一
緒
に
成
人
と

な
る
こ
と
を
祝
い
合
い
、
和
や
か
な
時

間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
い
の
ち
」
を
テ
ー
マ
に
、

二
十
歳
の
門
出
を
祝
う

自
覚
も
新
た
に
大
人
の
仲
間
入
り

新
成
人
の
旅
立
ち
を
祝
う
「
米
子
市
成
人
式
」
を
、
１
月
３
日
㈬
に
行
な
い
ま
し
た
。

約
１
４
０
０
人
の
新
成
人
が
出
席
し
、
誓
い
も
新
た
に
大
人
の
仲
間
入
り
を
し
ま
し
た
。

皆
生
ラ
イ
フ
セ
ー
ビ
ン
グ
ク
ラ
ブ
の
協

力
に
よ
る
心
肺
蘇
生
法
の
実
演
と
鳥
取

県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
、
鳥
取
県
骨

髄
バ
ン
ク
を
支
援
す
る
会
の
協
力
に
よ

る
骨
髄
バ
ン
ク
登
録
会
な
ど
の
ブ
ー
ス

を
設
置
。「
成
人
と
し
て
で
き
る
こ
と
」

と
し
て
、
命
の
大
切
さ
を
知
る
き
っ
か

け
づ
く
り
の
場
を
提
供
し
ま
し
た
。



記
念
感
想
文
に
14
人
が
応
募

　

成
人
式
の
記
念
行
事
と
し
て
募
集
し
て

い
た
記
念
感
想
文
に
は
、
14
人
の
応
募
が

あ
り
、
次
の
と
お
り
表
彰
作
品
が
選
ば
れ

ま
し
た
。

最
優
秀
賞

　

高た
か
み見　

祐ゆ

か香
さ
ん　
「
未
来
へ
」

優
秀
賞

　

中な
か
は
ら原　

克か
つ
や也

さ
ん　
「
決　

意
」

入

選

　

小お

だ田　

友と
も
こ子
さ
ん　
「　

夢　

」

新
成
人　

誓
い
の
こ
と
ば

新
成
人
代
表　

高
見　

祐
香

　

本
日
、
私
た
ち
が
成
人
と
し
て
の

第
一
歩
を
踏
み
出
す
に
あ
た
り
、
こ
の

よ
う
な
盛
大
な
式
典
を
開
催
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
、
一
生
忘
れ

る
こ
と
の
で
き

な
い
感
激
で

す
。

　

野
坂
市
長
様

を
は
じ
め
、
ご

来
賓
の
皆
様
か

ら
、
心
に
し
み

る
ご
祝
辞
、
励

け
る
社
会
を
作
っ
て
い
く
責
任
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
社
会
人
と
し
て

の
自
覚
を
持
ち
、
自
分
に
あ
た
え
ら
れ

た
責
任
を
果
た
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
看
護
師
と
な
り
、
病
と

闘
っ
て
お
ら
れ
る
患
者
様
を
支
え
て
い

き
た
い
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う

な
素
晴
ら
し
い
場
所
に
立
て
る
ま
で
育

て
て
く
だ
さ
っ
た
家
族
、
先
生
、
ま
た
、

心
に
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
方
々

ま
し
の
お
言
葉

を
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

私
た
ち
は
、

成
人
式
と
い
う

大
き
な
人
生
の

節
目
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
こ
れ
か
ら
変
わ
り
ゆ
く
社

会
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
夢
や
希
望
を

持
っ
て
生
き
て
い
く
の
か
を
考
え
る
よ

い
機
会
だ
と
思
い
、
身
が
引
き
締
ま
る

の
を
感
じ
ま
す
。

　

私
は
、
看
護
師
を
め
ざ
し
日
々
努

力
し
て
い
ま
す
。
看
護
師
と
い
う
職
業

は
、
患
者
様
の
大
切
な
命
を
預
か
る
責

任
の
重
い
仕
事
で
す
。
し
か
し
最
近
で

は
、
そ
の
大
切
な
命
が
問
題
と
さ
れ
る

悲
し
い
出
来
事
が
多
く
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
、
医

療
事
故
、
い
じ
め
の
問
題
な
ど
で
す
。

原
因
は
様
々
で
あ
り
ま
す
が
、
人
が
思

い
や
り
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の

原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
人

は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
お
互

い
を
思
い
や
る
心
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人

は
、
社
会
の
中
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
成
人
と
し

て
、
み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い

　20歳以上 60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなり
ません。
　国民年金は、保険料を納めた方が、その納付実績に応じて老
後に年金給付を受けるという制度です。また、老後だけでなく
思わぬケガや病気で障がい者となったとき、配偶者を亡くして
遺族になったときなどにも年金が支給される制度です。20歳に
なった方は、国民年金への加入手続きをして保険料を納めてく
ださい。所得が少ないなどの理由で保険料を納められない場合
は、保険料の納付を免除する制度（全額・一部免除、若年者納
付猶予、学生納付特例）があり、免除などを受けた期間の保険
料は、10年以内であれば、あとから納めることもできます。
　会社員の方などで 20歳になったとき、すでに厚生年金や共
済年金に加入している場合は、自動的に国民年金にも加入して
いますので、新たな手続きは必要ありません。また、厚生年金
や共済年金の加入者に扶養されている配偶者（第３号被保険者）
は、厚生年金等加入者の勤務先で第３号被保険者に該当するた
めの手続きをしてください。
　国民年金への加入、免除の手続きは市民課年金係で受付けて
います。
■問い合わせ　市民課年金係（☎２３－５１４２）

に
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
言
葉
を

伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
日
こ
の
感
激
を
私
た
ち
の
人
生
に

活
か
し
、
名
実
共
に
成
人
と
な
る
こ
と

を
決
意
し
て
、
誓
い
の
言
葉
と
い
た
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

生
涯
学
習
課
（
☎
23―

５
４
４
１
）



申
告
が
必
要
な
方

所
得
税

●
商
業
、
工
業
、
医
業
、
農
業
、
漁

業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
方

●
地
代
、
家
賃
、
配
当
、
不
動
産
の

売
却
な
ど
の
所
得
の
あ
る
方

　

平
成
18
年
中
の
各
種
所
得
金
額
の

合
計
額
が
、
基
礎
控
除
（
38
万
円
）、

配
偶
者
控
除
（
38
万
円
）、
扶
養
控

除
（
一
人
あ
た
り
38
万
円
）、
そ
の

他
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る

方
は
、
必
ず
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

●
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を

超
え
る
方

●
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超

え
る
方
等

　

給
与
所
得
者
の
所
得
税
は
通
常
、

年
末
調
整
で
清
算
さ
れ
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
・
県
民
税

　

平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
住
所
が
あ
っ
て
、
次
に
該
当
す
る

方
は
、
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

●
商
業
、
工
業
、
医
業
、
農
業
、
漁

業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
方

●
地
代
、
家
賃
、
配
当
、
不
動
産
の

売
却
な
ど
の
所
得
の
あ
る
方

●
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
方
で
、
各
種
の
所
得
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
方

●
給
与
所
得
者
で
日
給
等
で
働
い
て

お
り
、
勤
め
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
な
い
方

●
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付

金
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
た
方
、
給
与
所
得
だ
け
で
給
与
支

払
者
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
市
に

提
出
さ
れ
て
い
る
方
は
、
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
住
所
は
な
い
が
、
市
内
に
個
人
で

事
業
所
・
家
屋
敷
の
あ
る
方
も
申
告

が
必
要
で
す
。

個
人
事
業
税

　

所
得
税
の
確
定
申
告
や
市
・
県
民

税
の
申
告
を
さ
れ
た
方
は
、
申
告
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
年
の
中
途
で
の
開
・
廃

業
、
専
従
者
控
除
、
事
業
損
失
や
被

災
事
業
用
資
産
損
失
の
繰
越
控
除
、

事
業
用
資
産
の
譲
渡
損
失
の
控
除
、

事
業
用
の
非
課
税
所
得
な
ど
は
、
確

定
申
告
書
な
ど
に
忘
れ
ず
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

贈
与
税

　

個
人
か
ら
財
産
を
も
ら
っ
た
と
き

に
は
贈
与
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。（
基
礎
控
除
１
１
０
万
円
を
超

え
る
方
）

消
費
税

　

平
成
16
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
事
業

者
（
課
税
事
業
者
届
出
書
を
提
出
し

て
い
な
い
事
業
者
は
速
や
か
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。）

申告書は申告会場か郵送で。
自分で書いて、お早めに！

確定申告 ２月16日（金）～３月15日（木）

　所得税、事業税、市・県民税の申告が始まります。
　所得税の確定申告、個人事業税、市・県民税の申告書の受付は、２月16日（金）から、贈与税は２月１日（木）
からで、申告期限はいずれも３月 15日（木）です。
　申告相談会場では、申告書を自分で作成していただくために記載方法のアドバイスを行なっています。
３月になると相談会場は大変混雑しますので、できるだけ早めにお済ませください。
　また、個人事業者の消費税の申告と納付期限は、４月２日（月）です。
　なお、土・日・祝日は、受付をしておりません。
■問い合わせ　課税課市民税係（☎２３－５１１４）・米子税務署（☎３２－４１２１）

確 定 申 告



確 定 申 告

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」をご利用になれば、所得税の確定申告書、
青色申告決算書、収支内訳書などが簡単に作
成できます。作成した申告書などをプリンター
で印刷すれば、窓口や郵送でそのまま提出で
きます。また、国税庁ホームページで申告に
関する各種用紙のダウンロードもできます。
国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

◆障害者控除対象者認定書を交付します
　障害者手帳などのない方でも、平成 18 年 12 月 31 日時点で介
護保険の要介護認定（要支援は除く）を受けている方は、「障害者
控除対象者認定書」の交付を受けることにより、所得税と住民税の
障害者控除あるいは特別障害者控除の対象となります。
　「障害者控除対象者認定書」の交付を受けたい方は、長寿社会課
か淀江支所福祉保健課で申請してください。
■申込・問い合わせ　長寿社会課（☎２３－５１３６）
　　　　　　　　　　淀江支所福祉保健課（☎５６－３１１３）

◆社会保険料控除
　平成18年中に支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金保
険料は、社会保険料控除の対象になります。なお、国民年金保険料
については、その証明書の添付（又は提示）が義務付けられています。
■問い合わせ
●国民健康保険料　保険課（☎２３－５１２１）
●介護保険料　　　長寿社会課（☎２３－５１３１）
●国民年金保険料　米子社会保険事務所（☎３４－６１１１）
※お問い合わせの際には、氏名、住所、生年月日のほか、国民健康
保険・介護保険では被保険者番号、国民年金では基礎年金番号が必
要です。

確
定
申
告
を
す
れ
ば
税
金
が

返
っ
て
く
る
方

　

多
く
の
給
与
所
得
者
の
所
得
税
は
、

年
末
調
整
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
、
改

め
て
申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
平
成
18
年
中
に
次
の
よ
う
な
事

が
あ
っ
た
方
は
、
申
告
す
れ
ば
所
得

税
が
返
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
火
災
や
震
災
、
風
水
害
、
盗
難
な

ど
の
被
害
を
受
け
た
と
き

●
病
気
や
出
産
な
ど
で
多
額
の
医
療

費
を
支
払
っ
た
と
き

●
年
末
調
整
後
に
、
子
ど
も
の
誕
生

な
ど
扶
養
親
族
に
異
動
が
あ
っ
た
と

き●
勤
め
を
年
の
途
中
で
や
め
て
再
就

職
し
て
い
な
い
と
き

●
国
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
に
寄
付

し
た
と
き

●
金
融
機
関
な
ど
か
ら
住
宅
資
金
を

借
入
れ
、
家
屋
の
新
築
、
購
入
ま
た

は
増
改
築
を
し
た
と
き

●
退
職
金
を
も
ら
っ
た
方
で
定
率
減

税
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

申
告
に
必
要
な
も
の

こ
れ
だ
け
は
お
忘
れ
な
く

①
申
告
書
を
お
送
り
し
て
い
る
方

は
、
そ
の
「
申
告
書
」
と
「
印
鑑
」

②
給
与
な
ど
の
あ
る
方
は
、「
源
泉

徴
収
票
」

③
雑
損
控
除
を
受
け
る
方
は
、「
災

害
を
受
け
た
資
産
の
明
細
書
」、「
り

災
証
明
書
」、「
工
事
費
の
見
積
書
、

領
収
書
等
」

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、「
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
明
細
書
」、

「
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

の
明
細
書
」

⑤
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
の
社
会
保

険
料
（
個
人
払
い
に
限
り
ま
す
）
の

支
払
が
あ
る
方
は
金
額
の
分
か
る
も

の⑥
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
が
あ
る

方
は
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」（
申
告
書

へ
の
添
付
が
必
要
で
す
）

⑦
生
命
保
険
料
控
除
の
あ
る
方
は
、

「
保
険
料
が
１
契
約
９
０
０
０
円
を

超
え
る
も
の
の
証
明
書
」

⑧
損
害
保
険
料
控
除
の
あ
る
方
は
、

「
支
払
い
保
険
料
の
証
明
書
」

⑨
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
方
は
、「
寄

付
金
の
領
収
書
か
証
明
書
」

⑩
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
方
は
、「
登
記
簿
謄
本
」、「
住
民

票
の
謄
本
」、「
売
買
契
約
書
」、「
請

負
契
約
書
」、「
住
宅
取
得
資
金
に
係

る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書
」

⑪
本
人
お
よ
び
扶
養
控
除
対
象
者
で

障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、「
身
体

障
害
者
手
帳
」、「
療
育
手
帳
」
な
ど

⑫
所
得
税
の
還
付
の
あ
る
方
は
預
金

口
座
の
わ
か
る
も
の

申告相談会場のご案内
受付時間は、午前９時～ 11時、午後１時～４時です。土、日、祝日を除きます。
米子市役所、米子税務署、明道公民館では実施していません。

と き と こ ろ
１月 23日（火）～２月 15日（木）米子コンベンションセンター　５階会議室
２月 16日（金）～３月 15日（木）米子コンベンションセンター　２階国際会議場
２月 16日（金）～３月  ９日（金）市役所淀江支所２階大会議室
（注）①…所得税の還付申告は、１月23日（火）から２月15日（木）の期間も受付しています。
（注）②…贈与税の申告は２月１日（木）から３月15日（木）です。
（注）③…市役所淀江支所では、所得税、市・県民税のみ受付けます。

口
座
振
替
に
よ
る
納
税
の
お
す
す
め

　

納
税
の
手
間
を
省
き
、
う
っ
か
り

忘
れ
る
心
配
も
な
く
便
利
で
す
。

●
所
得
税
、個
人
事
業
者
の
消
費
税
、

　

地
方
消
費
税
は
・
・
・

　

米
子
税
務
署
管
理
徴
収
部
門

　
（
☎
32―

４
１
２
１
）

●
個
人
事
業
税
は
・
・
・

　

西
部
県
税
事
務
所

　
（
☎
31―

９
６
２
２
）

●
市
・
県
民
税
は
・
・
・

　

市
役
所
収
税
課

　
（
☎
23―

５
１
６
１
）



確 定 申 告

情報クローズアップ

介護保険サービスの医療費控除
　介護保険サービスのうち、下の表のサービスを
利用された場合は、医療費控除の対象になること
があります。くわしくは長寿社会課にお問い合
わせください。

サービス種別 医療費控除の
取扱い

① 訪問看護

自己負担額が
医療費控除の
対象

② 訪問リハビリテーション
③ 居宅療養管理指導
④ 通所リハビリテーション
⑤ 短期入所療養介護
⑥ 介護老人保健施設
⑦ 介護療養型医療施設

⑧
訪問介護
（生活援助中心型除く）

①～⑤のサービ
スと併せて利用
する場合のみ、
自己負担額が医
療費控除の対象

夜間対応型訪問介護
⑨ 訪問入浴介護

⑩
通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護

⑪ 短期入所生活介護

⑫
介護老人福祉施設 自己負担額の

２分の１に相当
する金額が医療
費控除の対象地域密着型介護老人福祉施設

■問い合わせ　長寿社会課（☎２３－５１３６）

軽自動車・原付自転車　３月中に廃車の手続きを
　すでに使わなくなったり、放置や廃棄処分、譲渡をされ
ている場合でも、届け出をされていないと平成19年度以降
も課税されます。届け出がまだの方は３月中に手続きをし
てください。
■原動機付自転車（125cc 以下のオートバイ）・農耕作業
用自動車・小型特殊自動車の届け出は…課税課（☎２３－
５１１１）、淀江支所市民生活課（☎５６－３１１４）
■軽自動車・二輪自動車（125cc を超えるオートバイ）の
届け出は…鳥取県自動車整備振興会西部支部（東福原６丁
目・☎３３－９１２３）

農耕作業車・小型特殊作業車は登録が必要です
　トラクター・乗用装置付きのコンバインなどの農耕作業
車や、フォークリフトなどの小型特殊作業車は、道路を走
らなくても、ナンバープレートを付けなくてはなりません。
　ナンバープレートをまだ付けていない方は、課税課か、
淀江支所市民生活課で登録の手続きをしてください。
■登録に必要なもの
販売証明書（車名・車体番号・型式認定番号・総排気量の
記載があるもの）、印鑑（ゴム印・スタンプ印を除く）
■問い合わせ　課税課（☎２３－５１１１）
　　　　　　　淀江支所市民生活課（☎５６－３１１４）

公の施設の指定管理者を指定しました
　「指定管理者制度」とは、市が指定した民間事業者、NPO法人、
ボランティア団体などに、公の施設の管理を行なわせる制度です。
　米子市では、平成18年４月からすでに47の公の施設に指定管理
者制度を導入していますが、平成19年４月からは、勤労青少年ホー
ム、市民体育館など15の公の施設に制度を適用します。
　この新たに制度を適用する施設の指定管理者を 11月に公募によ
り選定し、市議会 12月定例会の議決を経て、指定しましたのでお
知らせします。
　指定管理者による施設管理にあたっては、施設における基本的
なサービス水準の維持・向上が図られるよう指定管理者を指導・
監督し、これまで以上に効果的、効率的な施設管理に努めていく
こととしています。
　くわしくはそれぞれの施設の担当課にお問い合わせください。

施設の名称 指定管理者の
名称

指定の
期間 担当課

勤労青少年ホーム アイカム（株） ５年 商工課
（☎２３－５２１６）

体育施設（市民体育館、地
区体育館、弓道場、武道館、
東山公園合宿所ほか）

（有）平井工業 ４年 体育課
（☎２３－５４２６）

拉致問題の早期解決を願うつどい
故郷への想いをかなえたい

■と き　10日(土) 午後１時30分～４時
■ところ　米子コンベンションセンター
　　　　　小ホール
■内 容
●講演「北朝鮮問題と人権」
　講師　特定失踪者問題調査会代表
　　　　荒

あ ら き

木和
かずひろ

博さん
●ミニシンポジウム
※託児サービスをご希望の方は、
　８日（木）までにお申し込みください。

横田めぐみさん･松本京子さん写真展
■と き　10日(土) ～ 15日(木)　
　　　　　午前10時～午後５時
※ 13日(火) は休館、15日は午後３時まで
■ところ　米子市文化ホール展示室

■問い合わせ
　人権政策課 (☎３７－３１８３）



●第20投票区を分割します
　第20投票区の投票時の混雑を解消するため、投票区を分割し、新たに１投票区
増設します。次回の選挙から、住吉小学校体育館（第20投票区）で投票をされて
いた方の一部は、投票所が住吉公民館（第 21投票区）へ変更になります。
■投票区・投票所が変更となる区域
安倍自治会（安倍の一部・旗ヶ崎７丁目の一部・旗ヶ崎８丁目の一部・旗ヶ崎９
丁目の一部・上後藤６丁目の一部・彦名町の一部）、旗ヶ崎３区南自治会（旗ヶ崎
７丁目の一部、旗ヶ崎６丁目の一部）、中の海１区自治会（彦名町の一部）、中の海
２区自治会（安倍の一部・彦名町の一部）

●東山体育館から市民体育館へ変更します
　米子市民体育館のアスベスト工事が終了したため、
次回の選挙から、米子市東山体育館で投票されていた
方は、投票所が米子市民体育館へ変更となります。
■投票所の変更となる区域
勝田町・博労町 1丁目・博労町 2丁目・東山町・
道笑町 3丁目・昭和町・車尾 7区

●県体育館からあがた保育園へ変更します
　県公民館付属体育館設備が老朽化したため、県公民館
付属体育館で投票されていた方は、投票所があがた保育
園へ変更となります。
■投票所の変更となる区域
日下・福万・石州府・河岡

投票区・投票所が変わります

情報クローズアップ

委員を募集します

●米子市健康づくり推進協議会委員
　市民の健康づくりを推進するため、米子市
の保健事業について協議していただく委員を
募集します。２時間程度の会議を平日の日中
に年１回程度開催します。
■募集人数・応募資格
１人・平成19年２月１日現在、満20歳以上で、
市内に在住または通勤・通学している方
■応募方法　所定の応募申込書に ｢ 健康づく
り ｣についての考えを 800字程度にまとめて、
健康対策課まで郵送、または直接ご持参くだ
さい。応募申込書は健康対策課にあります。
■応募期限　23日（金）必着
■選考方法　応募書類をもとに書類選考
■応募・問い合わせ
〒 683－ 0811　錦町１丁目 139－３
「ふれあいの里」３階　健康対策課庶務係
（☎２３－５４５１）

●米子市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画策定委員

　米子市の高齢者の保健・福祉施策と介護保険事業に関する
計画の見直しや、進行管理について審議していただく委員を
募集します。２時間程度の会議を年２回程度開催します。（計
画の見直しを行なう年度は必要に応じて開催します。）
■募集人数・応募資格
○被保険者代表…２名・市内にお住まいで、平成19年１月１
日現在、満40歳以上の方
○介護者代表…３名・市内にお住まいで、在宅で寝たきりや
認知症の高齢者をおおむね６ヶ月以上介護経験のある方
■応募期限　23日 ( 金 ) 必着
■任 期　２年
■応募方法　｢高齢者の介護 ｣についての考えを 800字程度
にまとめ、所定の応募申込書を同封のうえ、長寿社会課に送
付してください。応募申込書は長寿社会課にあります。
■選考方法　応募書類をもとに、書類選考します。
■応募・問い合わせ
〒 683－ 8686　加茂町１－ 1　長寿社会課
（☎２３－５１３０）

ご 注 意
投票に出かけられる際
は、選挙時に送付する
『投票所入場券』の投
票所欄を確認してくだ
さい。

■問い合わせ
選挙管理委員会事務局
（ ☎２３－５３４６）



　　

「國
くに

之
の

楯
たて

」　　　小
こ

早
ばや

川
かわ

秋
しゅう

聲
せい

よ
う
、
引
き
続
き
病
気
に
つ
い
て
の

正
し
い
知
識
の
普
及
と
、
偏
見
や
差

別
を
な
く
す
た
め
の
取
り
組
み
を
行

な
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
医

療
者
と
患
者
の
関
係
で
は
、
患
者
の

権
利
擁
護
の
視
点
に
立
ち
、
医
療
情

報
が
患
者
に
対
し
て
正
確
に
伝
え
ら

れ
、
患
者
の
納
得
や
同
意
の
も
と
に
、

医
療
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

【
基
本
方
針
】

●
病
気
に
か
か
っ
た
人
の
尊
厳
が

保
た
れ
る
社
会
づ
く
り
の
推
進

　

病
気
に
関
す
る
無
知
、
無
理
解
や
病

気
を
他
人
事
と
考
え
る
無
関
心
な
態
度

が
、
病
気
に
か
か
っ
た
人
に
対
す
る
差

別
や
偏
見
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
病
気
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の

普
及
、啓
発
を
推
進
し
、病
気
に
か
か
っ

た
人
の
尊
厳
が
保
た
れ
る
社
会
づ
く
り

の
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

●
患
者
の
権
利
に
関
す
る
啓
発
の
推
進

　

患
者
の
自
己
決
定
権
に
関
し
て
、
医

療
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
患

者
の
権
利
に
つ
い
て
の
啓
発
を
推
進
し

ま
す
。

＊
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者

Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）

に
感
染
し
た
人
。
発
病
し
た
人
を
エ
イ

ズ
患
者
と
称
し
て
区
別
す
る
。

■問い合わせ　人権政策課（☎２３－５４１５）

【
現
状
と
課
題
】

　

平
成
９
年
、
国
に
よ
っ
て
策
定

さ
れ
た
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連

10
年
に
関
す
る
国
内
行
動
計
画
」
で

は
、
エ
イ
ズ
患
者
や
＊
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

者
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
の
差
別

や
偏
見
の
解
消
に
向
け
、
正
し
い
知

識
の
普
及
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の

教
育
・
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
感
染
症
、
精
神
疾
患
な

ど
の
病
気
に
関
す
る
正
し
い
知
識
と

理
解
が
足
り
な
い
こ
と
に
よ
り
、
病

気
に
か
か
っ
て
い
る
人
や
か
か
っ
た

人
と
そ
の
家
族
（
以
下
「
病
気
に
か

か
っ
た
人
」と
し
ま
す
。）に
対
し
て
、

偏
見
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
侵

害
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。

　

米
子
市
で
は
、
病
気
に
か
か
っ
た

人
の
人
権
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
広

報
誌
な
ど
に
よ
り
エ
イ
ズ
や
ハ
ン
セ

ン
病
な
ど
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の

普
及
を
図
り
、
差
別
や
偏
見
の
解
消
、

人
権
尊
重
の
意
識
の
高
揚
に
努
め
て

き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
病
気
に
か
か
っ
た
人

の
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

　この作品の前で、顔を覆う方、泣き伏す方、合掌される方がおられます。観る方の多くが衝撃を受ける作品ではな
いでしょうか。
　日野郡日野町出身の日本画家小早川秋聲は、明治18（1885）年生まれ。本名盈

みつまろ

麿。東本願寺で僧籍に入り、得
とくど

度後、
日野町の光徳寺に帰郷しますが、まもなく画家になる決心をして寺を出ます。その後、文展・帝展などに連続入選し

て活躍します。秋聲は従軍画家として、戦争画を多く遺しており、こ
の作品は陸軍省の依頼で制作した作品です。昭和19（1944）年、京都
第16師団長と副官は、秋聲の画室でこの作品を前に深々と頭を下げ、
同伴した将校たちは一斉に敬礼したと伝えられています。陸軍省は天
皇献上にはあまりに刺激が強すぎると、結局この作品の受け入れを拒
み、京都霊山護国神社に納められ、現在は日南町美術館に寄託されて
います。戦後、秋聲は、自身が制作した作品の責任の重大さを受け、
戦犯として捕らわれることを覚悟してひっそりと宗教画を描いて過ご
しました。昭和49（1974）年京都で没します。
　11日（日）から開催の「平成18年度米子市美術館小企画展　小早川
秋聲 -戦争と未来 -」で、この作品を観ることができます。
■問い合わせ　米子市美術館（☎３４―２４２４）
URL　http://www.yonagobunka.net/y-moa

小早川秋聲　作「國之楯」紙本・着色　1944 年
京都霊山護国神社蔵　日南町美術館寄託
写真提供：日南町美術館

米
子
市
人
権
施
策
基
本
方
針

（
病
気
に
か
か
っ
た
人
に
関
す
る

人
権
施
策
編
）



税
の
無
料
相
談

　

税
金
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
税

理
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と

き　

18
日
㈰

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

米
子
し
ん
ま
ち
天
満
屋

問
い
合
わ
せ

中
国
税
理
士
会
米
子
支
部

（
☎
32―

４
７
９
５
）

不
動
産
無
料
相
談
会

　

不
動
産
取
引
全
般
に
つ
い
て
、
無
料

相
談
を
行
な
い
ま
す
。

と

き　

21
日
㈬

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務
所

　
　
　
　

新
館
２
階　

第
15
会
議
室

問
い
合
わ
せ

㈳
全
日
本
不
動
産
協
会
鳥
取
県
本
部

（
☎
０
８
５
７―

29―
５
４
１
１
）

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
を

縦
覧
し
ま
す

　

２
月
23
日
㈮
か
ら
３
月
９
日
㈮
ま
で

の
間
、選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
で「
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
」
の
縦
覧

を
行
な
い
ま
す
。

　

こ
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
と

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
の
有
権
者
に
な

れ
ま
せ
ん
。
も
し
、
登
録
漏
れ
や
誤
り

が
あ
れ
ば
、
こ
の
期
間
中
に
異
議
の
申

し
立
て
が
で
き
ま
す
の
で
、
必
ず
縦
覧

し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
☎
23―

５
３
４
６
）

介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
天
引
し
ま
す

　

平
成
18
年
度
中
に
65
歳
に
な
っ
た
方

や
、
米
子
市
に
転
入
し
て
介
護
保
険
料

を
金
融
機
関
の
窓
口
や
口
座
振
替
で
納

め
て
い
る
方
は
、
19
年
度
か
ら
納
め
方

が
年
金
か
ら
の
天
引
に
変
わ
り
ま
す
。

変
わ
る
時
期
は
個
人
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

65
歳
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は

米
子
市
に
転
入
し
て
き
た
月

年
金
天
引

開
始
月

平
成
18
年
４
月
〜
９
月

平
成
19
年
４
月

平
成
18
年
10
月
〜
11
月

平
成
19
年
６
月

平
成
18
年
12
月
〜
19
年
１
月

平
成
19
年
８
月

平
成
19
年
２
月
〜
３
月

平
成
19
年
10
月

（
年
金
天
引
開
始
月
は
目
安
で
す
。）

問
い
合
わ
せ

長
寿
社
会
課　
（
☎
23―

５
１
３
１
）

就
学
通
知
書
は
届
き
ま
し
た
か
？

　

平
成
12
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん

は
、
今
年
の
４
月
に
新
し
く
小
学
校
に

入
学
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
か
ら
、
小
学
校
新
１
年

生
の
保
護
者
の
方
に
「
就
学
通
知
書
」

を
お
送
り
し
ま
し
た
。

　

就
学
通
知
書
が
届
か
な
い
と
き
は
、

学
校
教
育
課
へ
お
早
め
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

学
校
教
育
課
（
☎
23―

５
４
３
１
）

葉
た
ば
こ
黄お

う
は
ん斑
え
そ
病
へ
の
防
除
協
力

　

ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
栽
培
さ
れ
る
方
へ

　
「
葉
た
ば
こ
黄
斑
え
そ
病
」
は
、
葉
た

ば
こ
に
と
っ
て
重
大
な
病
気
で
、
感
染

す
る
と
収
穫
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
病
気
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
持
つ

病
原
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
で
、
そ
の
ウ
イ

ル
ス
を
４
〜
５
月
頃
に
ア
ブ
ラ
ム
シ
が

伝
搬
す
る
こ
と
に
よ
り
発
病
し
ま
す
。

　

葉
た
ば
こ
耕
作
地
域
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ

を
栽
培
さ
れ
る
方
は
、
次
の
こ
と
に
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
葉
た
ば
こ
農
家
が
行
な
う
ジ
ャ
ガ
イ

　

モ
へ
の
ア
ブ
ラ
ム
シ
防
除
剤
の
散
布

　

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
検
定
済
み
の
健
全
な
種
い
も
を

　

作
付
け
し
ま
し
ょ
う
。

●
掘
り
残
し
い
も
、
捨
て
い
も
は

　

畑
か
ら
除
去
し
ま
し
ょ
う
。

●
葉
た
ば
こ
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の

　

近
接
栽
培
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

農
政
課
（
☎
23―

５
２
２
２
）

人
権
・
行
政
相
談

　

人
権
擁
護
委
員
と
行
政
相
談
委
員
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。（
予
約
不
要
）

と　

き　

６
日
㈫
、
16
日
㈮
、
26
日
㈪
、

　
　
　
　

３
月
６
日
㈫

※
い
ず
れ
も
午
後
1
時
〜
４
時

と
こ
ろ

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー「
か
ぷ
り
あ
」

（
米
子
駅
前
サ
テ
ィ
４
階
）

問
い
合
わ
せ

市
民
参
画
課
（
☎
23―

５
３
７
３
）

農
地
相
談

　

農
地
の
こ
と
で
日
ご
ろ
困
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
農
業
委
員
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。

と

き　

15
日
㈭

●
市
役
所
本
庁
４
０
２
会
議
室（
４
階
）

　

午
前
10
時
〜
正
午

●
彦
名
公
民
館

　

午
後
２
時
〜
４
時

問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
（
☎
23―

５
２
７
７
）

今
月
の
納
期
・
・
・
固
定
資
産
税
４
期　

国
民
健
康
保
険
料
８
期　

介
護
保
険
料
８
期　

※
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う



非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

（
く
わ
し
く
は
各
課
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
）

●
市
営
住
宅
家
賃
徴
収
員

募
集
人
員　

１
人

応
募
資
格

昭
和
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許
証
を
有

す
る
方

試
験
日
・
科
目

３
月
３
日
㈯
・
教
養
、
作
文
、
面
接

※
場
所
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

採
用
予
定
日　

平
成
19
年
４
月
２
日

申
込
受
付
期
間　

５
日
㈪
〜
22
日
㈭

受
験
申
込
・
問
い
合
わ
せ

建
築
課
（
☎
23―

５
２
６
３
）

●
下
水
道
使
用
料
等
徴
収
員

募
集
人
員　

１
人

応
募
資
格

昭
和
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許
証
を
有

す
る
方

試
験
日
・
科
目

３
月
４
日
㈰
・
教
養
、
作
文
、
面
接

※
場
所
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

採
用
予
定
日　

平
成
19
年
４
月
２
日

申
込
受
付
期
間　

７
日
㈬
〜
21
日
㈬

受
験
申
込
・
問
い
合
わ
せ

業
務
課
（
☎
34―

１
３
０
１
）

●
な
か
よ
し
学
級
指
導
員

募
集
人
員　

１
人

職
務
内
容

放
課
後
、
小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま

で
の
児
童
の
遊
び
、
運
動
な
ど
を
指
導

応
募
資
格

昭
和
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

試
験
日
・
科
目

３
月
４
日
㈰
・
作
文
、
面
接

試
験
会
場　

米
子
市
役
所

採
用
予
定
日　

平
成
19
年
４
月
１
日

申
込
受
付
期
間　

１
日
㈭
〜
20
日
㈫

受
験
申
込
・
問
い
合
わ
せ

児
童
家
庭
課
（
☎
23―

５
１
３
５
）

●
保
育
士
・
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
指
導
者
補
助
員

募
集
職
種
・
人
員
・
採
用
予
定
日

保
育
士
・
２
人
・
平
成
19
年
４
月
２
日
、

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
指
導
者
補
助

員
・
１
人
・
平
成
19
年
５
月
１
日

応
募
資
格

昭
和
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
保
育
士
登
録
を
受
け
て
い
る
方

（
登
録
見
込
み
の
方
を
含
み
ま
す
）

試
験
日
・
科
目

27
日
㈫
・
作
文
、
面
接

※
場
所
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

申
込
受
付
期
間　

２
日
㈮
〜
15
日
㈭

受
験
申
込
・
問
い
合
わ
せ

児
童
家
庭
課
（
☎
23―

５
１
７
７
）

●
人
権
教
育
推
進
員

募
集
人
員　

１
人

職
務
内
容

人
権
教
育
と
啓
発
の
企
画
、
外
国
人
児

童
生
徒
へ
の
日
本
語
指
導
の
補
助
と
通

訳
・
翻
訳
な
ど

応
募
資
格

昭
和
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許
証
を
有

し
、
フ
ィ
リ
ピ
ノ
語
（
タ
ガ
ロ
グ
語
）

と
英
語
に
堪
能
な
方

※
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん

試
験
日
・
科
目

３
月
11
日
㈰
・
教
養
、
作
文
、
面
接

※
場
所
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

採
用
予
定
日　

平
成
19
年
４
月
１
日

申
込
受
付
期
間　

５
日
㈪
〜
23
日
㈮

受
験
申
込
・
問
い
合
わ
せ

人
権
政
策
課
（
☎
23―

５
２
５
２
）

自
衛
官
募
集

　

防
衛
省
で
は
、
自
衛
官
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

▼
2
等
陸
・
海
・
空
士

※
く
わ
し
く
は
、
自
衛
隊
米
子
地
域
事

務
所
（
☎
33―

２
４
４
０
）
ま
た
は
、

市
役
所
総
務
課
（
☎
23―

５
３
３
１
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

体
力
づ
く
り
歩
け
歩
け
大
会

11
日
㈰
午
前
８
時
30
分
、市
役
所
集
合
、

行
き
先
…
義
方
公
民
館
（
来
年
度
計
画

打
合
せ
）、
行
程
約
４
キ
ロ
、
解
散
予

定
…
正
午

問
い
合
わ
せ　

体
育
課
（
☎
23―

５
４
２
６
）

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
セ
ミ
ナ
ー

と

き　

22
日
㈭

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時 

と
こ
ろ　

鳥
取
県
西
部
総
合
事
務
所　

　
　
　
　

新
館
15
会
議
室 

定

員　

20
人 

参
加
費　

無
料 

問
い
合
わ
せ

鳥
取
県
中
小
企
業
労
働
相
談
所

「
み
な
く
る
米
子
」（
☎
31―

８
７
８
５
）

平
成
19
年
度

学
校
給
食
用
物
資
納
入
希
望
業
者
募
集

購
入
物
資
（
各
品
目
ご
と
に
募
集
）

野
菜
類
、
果
物
類
、
調
味
料
類
、
乾
物

類
、
麺
類
、
食
肉
及
び
そ
の
加
工
品
、

練
製
品
、
豆
製
品
、
卵
類
、
油
脂
類
、

缶
詰
類
、
冷
凍
食
品
、
魚
介
類
、
乳
類
、 

も
や
し
、こ
ん
に
ゃ
く
、チ
ル
ド
（
カ
ッ

ト
野
菜
）

申
込
期
間　

20
日
㈫
〜
28
日
㈬

※
く
わ
し
く
は
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

㈶
米
子
市
学
校
給
食
会

（
☎
33―

４
７
５
１
）

２
月
７
日
は
「
北
方
領
土
の
日
」
で
す　
「
四し

島ま

還
れ
！　

日
本
の
声
で
す　

叫
び
で
す
」



精神保健福祉ボランティア講座
第１回　23日 (金)　午後１時30分～３時30分

ボランティアで
なにしよう？

講演『ボランティア活動について』
ボランティアコーディネーター

ト
ぼ く ら

蔵久
ひ さ こ

子さん
第２回　３月２日 (金)　午後１時30分～３時30分

精神障害って
なあに？

講演と対談『精神障害について』
～病気の理解と障がい者の現状と課題～
鳥取県立精神保健福祉センター精神科医
植
う え だ

田俊
としゆき

幸さん　と障害のある方
第３回　３月５日 (月)　午後１時～４時
みんなで
ふれあおう！

デイケア「こころのひろば」に参加
～ボウリングで交流～

第４回　３月14日 (水)　午後１時30分～３時30分

これからなにが
できるのかな？

グループワーク『私たちにできること』
・今後にむけて
・活動紹介

■ところ　米子市福祉ボランティアセンター
（ふれあいの里２階）ほか

■対象者
精神保健福祉に関心があり、ボランティア活動を希望
する方で、全講座に参加が可能な方。
■参加費　無料（ボウリングは実費必要）
■定 員　20人　　　■申込期限　16日（金）
■申込・問い合わせ　
　障がい者支援課（☎２３－５５４５）
　米子市福祉ボランティアセンター（☎２３－５４５５）

レクリエーション講座
　レクリエーションを通じて、今後の地域活動に役立
つ仲間づくりと自己啓発を進めます。
　皆さんのご参加をお待ちしています。参加無料です。
■と き　８日（木）、15日（木）、22日（木）、３月１日（木）
　　　　　（いずれも午後１時30分～３時30分）
■テーマ　「思いやりの心を育てよう」
■ところ　「ふれあいの里」大会議室
■対象者　レクリエーションを地域活動に活用した
い、または、ボランティア活動に取り入れたい方・原
則として３回以上参加できる方
■募集人員　30人程度
■募集締切　６日（火）
■講 師　米子市子ども地域活動支援事業実行委員
　　　　　　卜

ぼ く ら

蔵久
ひ さ こ

子さん
※なるべく動きやすい服装でご参加ください。
　また、飲み物やタオルなどは各自でご用意ください。
※電話か、ファックスでお申込みください。
■申込・問い合わせ  米子市福祉ボランティアセンター
　（☎２３-５４５５　FAX３７-３８５５）

とっとり就職フェア
　高校や大学などを卒業予定の方、すでに卒業して未
就職の方、一般の求職者を対象に、企業が業務や求人
内容を説明し、面談を行ないます。
■と き　9日(金) 午後１時～４時30分
　　　　　(受付は正午～午後 4時 )
■ところ　米子コンベンションセンター 多目的ホール
※参加費無料、予約不要、履歴書不要
■問い合わせ　ふるさと鳥取県定住機構西部事務所
　　　　　　　（☎３８－５００２）

米子市勤労者福祉サービスセンター
健康講座

■テーマ　「女性の健康とストレスマネージメント」
■と き　24日（土）午後２時～
■ところ　米子コンベンションセンター　第３会議室
■講 師　ミオ・ファティリティ・クリニック医長　
　　　　　錦

にしごり

織恭
きょうこ

子さん
■講演内容　ストレスとさまざまな心身の不調の関係
・ストレスと関連する疾病、特に女性に多い疾患・ス
トレスマネージメント
■定 員　60人（定員になり次第締め切ります）
※どなたでも参加できます。参加費は無料です。
■申込締切　16日（金）
■申込・問い合わせ
　米子市勤労者福祉サービスセンター（☎３８－１１２２）
　

第５回 ゆめ講演会　

　今回の講師は、元女子バレー
ボール全日本代表でオリンピッ
クに３回、世界選手権に２回出
場され、日本人初のプロ選手と
してイタリアセリエAでプレー
された大

おおばやし

林素
も と こ

子さん。夢は必ず
かなうものと信じ、手を伸ばし
て思い続けていれば必ず近づい
てくるもの…。バレーボールに

賭けた青春を熱く語っていただきます。
■と き　25日（日）午後２時～
■ところ　淀江文化センター　さなめホール
■講 師　大林　素子さん
■テーマ　「マイ・ドリーム　～わたしの夢～」
※入場は無料ですが、整理券が必要です。
■整理券取扱所
　淀江公民館、宇田川分館、大和分館、淀江文化センター、
　淀江支所振興課、教育委員会淀江分室
■問い合わせ
　淀江支所振興課（☎５６－３１１２）
　教育委員会淀江分室（☎５６－３６６６）



市有地と市有建物を売払います
　一般競争入札により市有地と市有建物を売払いますので、
買受希望の方はご参加ください。

■売払物件
①建物・土地（元市営葬儀事務所）
所在地…長砂町 985番地２
・建物　鉄筋コンクリート造
　　　　陸屋根平家建
　　　　床面積　245.96 ㎡
・土地　宅地　630.53 ㎡

②土地　
所在地…祇園町二丁目 29番 20
宅地 171.11 ㎡

③土地　
所在地…上後藤四丁目 869番 26
宅地 205.02 ㎡

■現地説明会の日時・場所
と き　19日（月）
①…午後２時　②…午後３時　③…午後４時
ところ　売払物件所在地
■一般競争入札会の日時・場所
と き　28日（水）　
①…午後２時　②…午後２時30分　③…午後３時
ところ　市役所本庁舎２階　202会議室
■注意事項
（１）米子市行政サービスの利用制限措置として、市税等の滞
納がある方には、原則、売払うことができません。
（２）現地説明会、入札会に参加される方は、事前に入札契約
課に申込みをしてください。
申込期限…現地説明会は 16日（金）、入札会は 23日（金）で、
いずれも午後５時までです。なお、現地説明会は電話での申
込みが可能です。
（３）入札当日、現金又は銀行振出小切手で、入札金額の10％
以上の入札保証金を納付する必要があります。ただし、落札者
以外の入札保証金は、返還します。
（４）くわしくは、入札契約課で交付している入札心得書か、「米
子市ホームページ」をご覧ください。
■問い合わせ　入札契約課契約係（☎２３－５３６５）

後藤ヶ丘
中学校

ガソリン
スタンド住吉

小学校

売払物件 聖園
天使園

↑
境

港

市
街
地
↓

 

外
浜
線

鳥取
→

売払物件

国道９号

←松江

日の丸
自動車
米子支店祇園

２丁目
公民館

桜の苑

国道９号米子南ＩＣ 松江→←淀江町

←観音寺新町

国
道
１
８
１
号 米
子
市
街
↓

↑
伯
耆
町加

茂
川

売払物件

野焼きは、やめましょう！
　日常生活で生じた可燃ごみは集積場所に出
すようにしましょう！
●野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律 第16条の２（焼却禁止）」で原則禁止
されています。
●野焼き禁止の例外規定とされた稲わら、畑
の草などの焼却行為でも、周辺に迷惑になら
ないように注意して下さい。
●風呂焚きやストーブを使用されるとき、家
庭ごみを一緒に燃やさないで下さい。
●発泡スチロール、プラスチック類など、ば
い煙や悪臭を発生するものを燃やすことは、
鳥取県公害防止条例で禁止されています。
　野焼き禁止の例外規定とされた行為であっ
ても、周辺の住民生活に支障を与え、苦情な
どのある場合は、改善策を講じていただくよ
うお願いすることがあります。
　くわしくは、環境政策課までお問合せくだ
さい。
■問い合わせ　
　環境政策課（☎２３－５２５７）

弓ヶ浜わくわくランド
遊具回数乗物券を
お持ちの方へ

　昨年11月30日で閉園した弓ヶ浜わくわく
ランドの未使用回数乗物券の払い戻しをしま
す。
　払い戻しができるのは、11枚綴（1,000 円）
の回数乗物券です。切り離してあっても、11
枚そろっていれば払い戻します。
■手続場所　都市整備課（市役所本庁舎２階）
■手続期間　３月30日（金）まで
　　　　　　（土・日・祝日を除きます）
■ご持参いただくもの
・「弓ヶ浜わくわくランド遊具回数乗物券」
・ゴム印・スタンプ印以外の印鑑
・払戻金を振り込む金融機関の口座番号がわか
　るもの（郵便局不可）
■問い合わせ
　都市整備課公園緑地係
　（☎２３－５２４５・５２４６）



開発公社所有地を販売します
一般公募により財団法人米子市開発公社の所有地を売払います。
■所在地　　　皆生新田三丁目 157
■面 積　　　261.01 ㎡
■売払い価格　9,291,956 円（１㎡当たり 35,600 円）
■用途地域　　第１種中高層住居専用地域
■分譲の条件　・５年間は、第三者に譲渡や貸付けは出来ません。

・同一世帯から複数の申込みは出来ません。
■現地説明会　21日（水）午前 10時　現地
■受付期間　　22日（木）～３月６日（火）
■譲渡人の決定　申込みが重複する場合は、抽選により決定。
■問い合わせ　財団法人米子市開発公社（☎２２－６３５５）

山陰労災
病院

売払物件

簡保の宿
大山荘

日吉津方面→←境港方面

国道431号

道笑町
郵便局

売払物件

コンビニ

日本郵便逓送

国
道
１
８
１
号

明道地下道
交差点

昭和町
交差点

美吉橋
交差点

米子市営住宅入居者を募集します
■所在地、戸数、規格、家賃

住宅名 所在地 空家番号 構造 間取り 家賃月額 建築
年度棟 号

青 木
住 宅 永 江 51Ｒ１ 406 中層耐火

４ 階 建 ３DK 13,000
～ 21,600 S51

両三柳
住 宅 両三柳 201 簡易耐火

４ 階 建 ３DK 17,800
～ 29,500 S61

加 茂
住 宅 両三柳

11Ｒ 2 104 高層耐火
６ 階 建 １LDK 20,000～ 33,200 H11（単身向・老人等優先入居）

■入居者の資格
●市内に住所または勤務場所があり、独立の生計を営んでいる方。
●現在一緒に住んでいるか、または住もうとしている親族（事実
上婚姻関係と同様の事情にある人や婚約者を含む）がある方（単
身向住宅を除く）。ただし、生年月日が昭和 31年４月１日以前
の方などは、単身でのお申込みが可能です。
●世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと。
●現に、住宅に困窮していることが明らかな方。
●米子市税に滞納がないこと。
■老人等優先入居
60歳以上、心身に障がいのある方は、優先入居（応募者複数の場合
は公開抽選）の制度があります。くわしくはお問い合わせください。
■申込受付期間　１日（木）～９日（金）　土・日を除きます。
■申込受付場所　建築課（本庁舎２階）、淀江支所地域整備課
■申込に必要な書類
住宅申込書、収入に関する証明書、住民票（世帯全員のもの。外
国人の場合は、外国人登録法第４条第１項の登録を受けているこ
とを証明する書類）。その他、お申込み理由により添付書類が必
要となる場合があります。
＜住宅申込書などは建築課、淀江支所地域整備課にあります＞
■入居選考方法　16 日（金）　公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　平成19年３月１日（木）
※次回の市営住宅入居者募集期間は３月１日～９日の予定です。
■問い合わせ　建築課（☎２３－５２６３）
特定公共賃貸住宅（陰田町、3LDK・家賃月額69,000円、
２LDK・家賃月額55,000円）の募集もしています。
くわしくは建築課までお問い合わせください。

開発公社所有地を
売払います

　一般競争入札により売払いますので、買受
希望の方はご参加ください。
■売払物件の案内図

■売払物件
　所在地…美吉 454番 2　面積 453.81 ㎡
■現地説明日時・場所
　20日（火）午前10時・売払物件所在地
■入札日時・場所
　27日（火）午前10時・
　市役所旧庁舎 605会議室
■注意事項
　入札に参加される方は、入札当日、現金又
　は銀行振出小切手で、入札金額の 10％以
　上の入札保証金を納付する必要があります。
　くわしくは、開発公社で交付している入札
　心得書に掲載しています。
■問い合わせ
　米子市土地開発公社（☎２２－６３５５）



お子さんの予防接種
　生まれ月ごとに毎月実施します。受けられ
なかった場合は、次月以降に受けてください。
ところ　保健センター（「ふれあいの里」３階）
受　付　午後１時～２時
　　　　　（接種は午後１時15分から）
その他　母子健康手帳、予診票をお持ちください。
　　　　（母子健康手帳がないと受けられません）
　　　　「予防接種と子どもの健康」の冊子を読
　　　　んできてください。
　　　　体温は接種会場で測ります。

◆結核予防接種（ＢＣＧ）
対 象 児 接 種 日

H18年11月１日～11月15日生 ２月15日（木）
H18年11月16日～11月27日生 ２月27日（火）
H18年11月28日～12月13日生 ３月13日（火）

※生後３か月で接種します。
※生後６か月未満で接種を受けていない方も受け
　てください。
※ツベルクリン（結核に感染しているかどうかの
　検査）はなくなりました。

◆ポリオ（小児まひ）予防接種
対　象　児 １回目 ２回目

H18年３月生 １回目の接種を受
けていない方は、
下記の日程で１回
目、２回目を受け
てください。

２月14日（水）

H18年４月生 ３月28日（水）

H18年５月生

Ｈ19年４月以降予定H18年６月生 ２月28日（水）

H18年７月生 ３月29日（木）

※７歳６か月未満で接種を受けていない方も受け
　てください。
※６週間以上の間隔をおいて２回飲みます。
  （間隔は６週間以上であれば、いくら長くても
　かまいません）

麻しん風しんの予防接種はおすみですか
　お子さんの成長とともに外出の機会が多くなります。予
防接種を受けて、免疫をつけ、感染症にかからないように、
また他の人にうつさないようにしましょう。
　過去に麻しん、風しん予防接種を既にそれぞれ 1回すま
されたお子さんも、今年から、就学前年度１年間（年長さん）
の間に、麻しん風しん混合（MR）ワクチンを接種すること
になりました。

予防接種種類 対 象 回数

麻しん風しん混合
（ＭＲ）

１期…１歳～２歳未満 １回
２期…小学校就学前年度の１年間
（年長さん）のお子さん

１回

※麻しん、または風しんにかかったことがある方は、
　もう一方の単独ワクチンを接種します。

■費 用　無料
■接種場所
米子市が委託した医療機関で実施しています。「ごみ分別収
集カレンダー＆健康ガイド」の14ページをご覧ください。
■接種を受ける時は・・・
・医療機関に予約をしてからお出かけください。
　接種の際には、医師にご相談ください。
・母子健康手帳、予診票を持参してください。予診票が
　ない場合は、医療機関にあるものを使ってください。
・予診票を記入のうえ体調の良いときにお出かけください。
・体温は接種場所で計ってください。

接種対象とならなくなったお子さんは？
（２歳を過ぎてしまったら・・）

　上記の 1期、2期の対象ではなく、麻しん、風しんの予
防接種をまだ一度も受けていないお子さん（２歳以上７歳
６か月未満）に対し、３月 31日まで麻しん、風しんの任意
接種を実施します。費用は無料です。
　接種をご希望の場合は、健康対策課か淀江支所福祉保健
課で手続きをしてください。手続きには、印鑑と母子健康
手帳が必要です。



■申込・問い合わせ　健康対策課（☎ 23－5452 ～ 5454）
（錦町１丁目「ふれあいの里」３階　米子市保健センター内）

　休日・夜間の急病や、かかりつけの先生が不在の場合
などにご利用ください。

◆米子市急患診療所（内科・小児科）
　☎３４－６２５３
（久米町 136番地　鳥取県西部医師会館内）

診 療 日 毎日

診療時間
午後７時～午後 10時
※日曜、祝日、12月31日～１月３日は
　午前９時～午後 10時です。

◆鳥取県西部歯科保健センター
　☎３３－３８６４
（両三柳 104番地１　鳥取県西部歯科医師会館内）

診 療 日
日曜、祝日、８月13日～８月15日、
12月 30日～１月３日

診療時間 午前９時～午後３時

健診を受けられたみなさまへ
　市の健診・人間ドックを受診
された方は結果を手にされてど
のように感じられましたか。「異
常なしだったから安心」「自覚症
状がないから今のところは大丈
夫」で終わっていませんか。健
診は生活習慣病などの早期発見・
治療をすること、そして健診結
果を参考に生活を見直すことが大切です。
　精密検査が必要な方には精密検査紹介状をお送りし
ています。まだ精密検査を受けておられない方は、な
るべく早く受けられることをお勧めします。
　なお、精密検査は保険診療による受診者負担になり
ます。

休日・夜間の急患診療

犬の飼い主のみなさんへ
飼い犬の登録はしてありますか？

　生後 91日以上の犬は、登録と、毎年１回の狂犬
病予防注射を受ける必要があります。
　まだおすみでない方は、必ず登録と狂犬病予防
注射をお願いします。
●犬の登録は健康対策課・淀江支所福祉保健課
　で行ないます。
●狂犬病予防注射は動物病院で接種後、注射済票
　の交付手続を健康対策課・淀江支所福祉保健課
　で行ないます。
●次の場合は届出が必要となります。
・飼い主の住所や犬の飼育場所、飼い主が変わ
　った場合
・犬が死亡した場合（鑑札と注射済票を添えて
　届出てください。）
・米子市外に転出した場合（転出先の市町村
　役場に届出てください。）
■届出・問い合わせ　　
　健康対策課（☎２３－５４５１）
　淀江支所福祉保健課（☎５６－３１１３）

１日介護入門講座
　どなたでも受講できる介護の基本的な知識、
技術の講座です。
■と き　３月１日（木）、７日（水）
　　　　　午前10時～午後３時
■ところ　ふれあいの里
■内 容　排せつの心構え・おむつ交換の実技
■受講料　無料
■申込・問い合わせ
　西部地域介護実習普及センター
　（☎２３―５４７０　ＦＡＸ２３―５０１８）



図書室では

プラネタリウム室では

米子水鳥公園
☎２４－６１３９

水鳥の絵画コンクール作品展
期間：～ 28日（水） 
会場：水鳥公園ネイチャーセンター
　　　スロープ壁面
アジアウェットランドウィーク記念企画
「クイズ　あなたも中海博士 !!」（仮称）
４日（日）午後１時～４時・要申込み・
材料費 50 円、会場：水鳥公園ネイ
チャーセンター、内容：チーム対抗の
湿地に関するクイズ、ハクチョウは何
羽？クイズ、ぐるぐるアート作りなど。
豪華景品もあります。申し込みは、中
海テレビ放送（☎２９－２８５４）まで。
自然観察会
「冬のワシ・タカウォッチング！」
17日（土）午後1時半～ 3時（集合
時間厳守）・申込み不要・参加無料。
どなたでも参加できます。暖かい服装
でご参加下さい。
■開館時間
平日：午前８時30分～午後５時30分
土・日・祝：午前 7時～午後 5時30分
■今月の休園日　毎週火曜日

米子市美術館
☎３４－２４２４

小企画展 
「小

こばやかわ

早川秋
しゅうせい

聲　―戦争と未来―」
大正から終戦までの期間、京都画壇
で活躍した郷土ゆかりの日本画家・
小早川秋聲（1885 ～ 1974）の画業
を紹介します。
◆会 期　11日（日）～３月18日（日）
　　　　　（水曜日休館）
◆観覧料　一般500（400）円、
　　　　　高校・大学生 200（150）円、
　　　　　中学生以下無料
※（　）内は前売り・15人以上の団体・
　70歳以上の方・障がいのある方（介
　護者 1人含む）の料金。

２
大人が楽しむおはなし会
21日（水）午後２時～４時、大人対象
だくちるおはなし会
24日（土）午前11時～ 11時45分、「ゆ
きんこ」ほか、絵本、手遊びなど・幼
児～大人対象。
図書整理のお知らせ
19 日（月）～３月２日（金）は、年
度末の図書整理のため、図書室は休
みます。期間中は、本の貸し出しが
できませんのでご注意ください。
返却は受け付けます。

自由工作コーナー
17日(土)から「おひなさまの折紙」
をはじめます。無料。毎日午前９時～
午後５時、ほかにもいろいろなものを
作ることができます。
材料費10円で、木やどんぐりなどの
工作も自由にできます。
バラ作りに挑戦しよう！
（花いっぱい教室）
18日（日）午後２時～。
バラの苗を鉢に植えて、
家に持って帰って育てま
しょう。５月のバラ展でバラの鉢を展
示します。材料費1,000円、小中学生
対象（小学３年生以下は保護者同伴の
こと）、先着10組20人
米子市児童文化センターが出張します
おもちゃ、本を『おおぞら号』に満載
して、皆さんのお近くまで出張します。
くわしくはお問い合わせください。
■開館時間　午前９時～午後５時
■電話受付　午前８時30分～午後５時
■今月の休館日　毎週火曜日、14日
■３月31日までの毎週金・土曜日は、
施設の使用申請があれば、有料で午
後10時まで開館します。
くわしくはお問い合わせください。

児童文化センター
☎３４－５４５５

解説員が優しく語りかける「今夜見え
る星空と星座物語（ふたご座・こいぬ
座）」をお楽しみください。おとなの
方もご利用ください。
・プラネタリウム投影時間

平日 土・日・祝日
－ 午前 10時 45分
－ 午前 11時 45分

午後 2 時 午後 2 時
午後３時 午後 3 時
－ 午後 4 時

・観覧料金
　小中学生 50円、大人 210円、
　幼児無料（保護者同伴のこと）
・土曜日は小中学生無料
・団体の電話予約可

おはなしや、絵本の世界へどうぞ。
当日自由参加。
えほんとわらべうた
７日、21日、28日（水）午前10時30
分～11時・「ハイハイよちよちコース」
（０歳～１歳半とその保護者対象）、11
時10分～11時40分・「たんたんピョン
ピョンコース」（１歳以上とその保護者
対象）、絵本やわらべうたを子どもと一
緒に楽しみましょう。
おはなしのへや
（共催・朗読ボランティア火曜の会）
11日（日）午前11時～11時30分・
『おばあさんのすぷーん』、午後２時
30分～３時10分・『ウィリーのそりの
ものがたり』など、紙しばいや絵本の
読み聞かせ。
那
な す だ

須田　稔
みのる

氏講演会
25日（日）午後2時～３時30分、大
人対象、入場無料
あすなろ出版会長で、作家の那須田稔
さんを講師に招き、こどもの本につい
てお話をしていただきます。

その他館内では



◆特に記載のないものは参加自由・無料です。
　入館料が必要な場合もありますので、
　各施設までお問い合わせください。
◆翌月上旬までの催しを掲載しています。

■開館時間
平日…午前９時～午後６時
土・日・祝日…午前９時～午後５時
■今月の休館日
毎週月曜日、19日～ 28日

臨時休館のお知らせ
新しい図書貸出システムを導入する
ため、19日（月）～28日（水）は臨
時休館します。この期間内の本の返
却は、図書館入口の返却ボックスを
ご利用ください。
お願い
転居などにより、図書館に登録して
いる住所が変わった場合は、図書館
にご連絡ください。

市立図書館
☎２２－２６１２

つつじ読書会
３月３日（土）午後２時・特設文庫室・
塩
し お の

野七
な な み

生著「ローマ人の物語 15 ロー
マ世界の終焉（後半）」
木曜おはなし会（協力：ほしのぎんか）
毎週木曜日・午前10時40分～11時30分・
親子読書コーナー、紙芝居・絵本の読
み聞かせ・手あそび・パネルシアター
ビジネス支援
「建設業新分野進出セミナー」
13日(火)午後１時～午後５時・大会議
室
古文書研究会
17日（土）午後１時30分・大会議室・
演題「江戸の病気治療」・講師：川

かわかみ

上
廸
みちひこ

彦さん

米子人生大学特別講座

第１回
19日（月）

午後1時30分
～ 4時

午後１時30分～２時30分

「 肺がんとその予防について 」
　講師　米子医療センター

　呼吸器科　医長　小
こしょうぶ

勝負　知
ともあき

明さん
午後２時45分～３時45分

「 知っておきたい薬の知識 」
　講師　米子医療センター　薬剤師　西

にしざわ

澤　修
しゅういち

一さん
第２回

３月５日（月）

午後１時30分
～３時30分

「 おしっこの悩みに関する正しい知識
ー より快適な生活を送るためのアドバイス ー 」

　講師　鳥取大学医学部
　腎泌尿器学分野　教授　宮

みやがわ

川　征
い く お

男さん

どなたでも受講できます。お気軽にお出かけください。参加無料・申込不要。
■ところ　　　「ふれあいの里」　大会議室
■問い合わせ　 生涯学習課（☎２３－５４４４）

小企画展関連事業
担当学芸員による展示解説をします。
会期中、毎週土曜日午後２時～
第6回ミュージアムスクール
 「学芸員レクチャー　秋聲と戦争画」
小企画展「小早川秋聲 - 戦争と未来 -」
をより深く鑑賞していただくために、
学芸員がゲストとともに秋聲と戦争画
について、スライドを交えて解説しま
す。
18日（日）午後２時～３時30分、
参加無料、美術館第 5展示室
◆ゲスト：松

まつたけ

竹京
きょうこ

子さん（カウンセ
ラー・文芸評論家）、浅

あ さ だ

田裕
ゆ う こ

子さん（日
南町美術館学芸員）
■開館時間　午前10時～午後６時
■今月の休館日　毎週水曜日

山陰歴史館
☎２２－７１６１

歴史学講座
「鳥取県の古代寺院」
鳥取県に多くある奈良時代頃の古代寺
院の特徴をわかりやすく紹介します。
講師：歴史館学芸員　伊

いとう

藤　創
はじめ

「山陰歴史館の収蔵品の中から」
歴史館の収蔵品を紹介します。
講師：歴史館学芸員　梅

うめばやし

林智
とも み

美
24日（土）午後２時～３時30分・無料・
申込み不要・市役所旧庁舎３階 603
会議室（山陰歴史館となり）
企画展「鳥取県の生活綴方教育

―峰
み ね じ

地光
みつしげ

重と後進たち―」
◆会期： 15日（木）～ 26日（月）
◆会場：１階企画展示室

■開館時間
午前９時30分～午後６時
※入館は午後５時30分まで
■今月の休館日
毎週火曜日、14日

第49回 米子市音楽祭 出演者募集 !
　この音楽祭は米子市近郊のアマチュア音楽家が、さまざまなジャンルで演奏
を繰り広げる音楽の祭典です。出演を希望される方はご応募ください。
　出演料は無料です。カラオケはご遠慮ください。
■募集ジャンル　６月３日 (日)…合唱、６月９日 (土)…ジャズ

６月10日(日)…楽器演奏 (反響板あり )
■申込締切　25日 (日) 
■申込・問い合わせ　米子市文化ホール　（☎３５－４１７１）



水鳥公園からのたより

クロヅル

■編集発行／米子市企画部市民参画課／〒 683-8686 米子市加茂町１－１／☎２３－５３７２
Ｅメール kouhou@yonago-city.jp　■毎月１日発行　■印刷／東京印刷株式会社

　2006年12月16日の早朝に、水鳥公園でコハクチョウに混じってクロヅル 1羽
が確認されました。鳥取県では、1964年以来の42年ぶり２回目、水鳥公園では
初記録です。今季、クロヅルは島根県安来市の水田地帯で11月頃から確認されて
いました。今回飛来した個体は、中海を渡って水鳥公園に舞い降りたのだと考え
られています。
　クロヅルは、鹿児島県出

い ず み

水市でナベヅルやマナヅルの大群に混じって毎年数羽
が見られるのみで、他の地域ではほとんど見られません。
　水鳥公園には、過去にもツルの仲間のマナヅルとナベヅルが観察された記録が
あります。しかし、いずれも上空を通過しただけか、ごく短時間の滞在で姿を消しています。水鳥公園は、ツルたちにとっ
てはあまり居心地がよくないようです。
　ところが、今回のクロヅルは、16日の朝に水鳥公園を飛び立った後、夕方にはコハクチョウと共に水鳥公園へ帰ってき
ました。その後も、夕方５時半前ごろになると、いつの間にか園内の池の岸辺にいて、夜を過ごしています。現在、水鳥
公園におけるツル類の最多観察記録を更新中です。
　クロヅルは、コハクチョウと同様に水鳥公園を塒

ねぐら

として利用していて、日中は安来の水田地帯へ採
さい じ

餌に行き、夕方にな
ると帰ってきます。ときどき帰ってこない日もありますが、ネイチャーセンターの閉館間際になると、「今日はクロヅルが
戻ってきているかな」と、職員一同で望遠鏡を覗いて、園内の岸辺を探しています。

水鳥公園指導員　桐原佳介

新米子の文化財

短刀　銘
めい

備
び ぜ ん

前長
お さ ふ ね

船住
じゅう

兼
か ね み つ

光　附
つけたり

金
きん

熨
の し

斗付
つ き あ い く ち

合口拵
こしらえ

（国重要文化財）
　津

つ わ の

和野城主亀
か め い

井慈
これ ま さ

政が大
おお が み や ま

神山神社に奉納したものです。作刀者の兼光は長船
鍜
か じ

治の流れをくむ刀工で、この短刀は鎌倉末期の長船の作風をよく伝えていま
す。拵

こしら

えは鍔
つば

のない合口で、柄
つか

と鞘
さや

に金の延板金を巻
き付けた金

きん

熨
の し

斗造
づく

りです。柄の目
め ぬ き

貫に二つの法
ほう り ん

輪模様
が浮き彫りされ、美しく品格があるものです。（長さ 24.8 センチ、幅 2.3 センチ）

米子市の人口と世帯数　平成19年１月１日現在（住民基本台帳登録者数と外国人登録者数の合計）　　※（　）内は前月比
人口 151,904人 (＋51人)　男性 72,225人 (＋30人)　女性 79,679人 (＋21人)　世帯数 61,539世帯 (＋70世帯)

太刀　銘
めい

安
や す つ な

綱　（市指定有形文化財）　
　大神山神社に宝物として伝わる太刀で、銘に「安綱」と刻まれています。安綱は平安
時代の刀工で、反

そ

りのある日本刀の創始者と言われ、伯耆古鍜治の始祖とされる人物で
す。伝来の記録はありませんが、この地域を支配した有力な守護か大名が奉納したと考
えられます。（長さ 79.99 センチ、反り 2.7 センチ）

３点とも管理上、公開していません。　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ　文化課（☎２３－５４３７）

刀　無
む め い

銘伝
でん

伯
ほ う き

耆物
もの

　附
つけたり

銀
ぎ ん づ く り

造糸
い と ま き

巻太
た ち

刀拵
こしらえ

　（県指定保護文化財）　
　亀井家が短刀兼光と一対で大神山神社に奉納した太刀とい
われています。無銘ですが、作風から平安時代末期に伯耆鍜
治によって作刀された古

こ

伯
ほ う き

耆物
もの

と思われます。
　拵えは総金具で銀

ぎん み が き じ

磨地、目貫の法輪は三
さん そ う ぎ ん よ う

双銀容彫
ぼ

り、柄は紺
こん

糸
し

平
ひら

巻
ま

きで、鍔は木
もっ こ う が た

瓜形四
し

方
ほう

猪
いの

目
め

透
すかし

です。
拵えの時期は、安土桃山～江戸時代初期と考えられています。（長さ 69.9 センチ、反り 2.5 センチ）
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